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(57)【要約】
【課題】　従来の構成によっては、汚れた海苔脱水スポ
ンジを内部まで完全に洗浄することはできず、衛生上の
問題が生ずる恐れがあった。
【解決手段】　本発明に係る構成は、洗浄槽２と、海苔
脱水スポンジ挿入空間２ｊと、前記海苔脱水スポンジ挿
入空間の一端面を形成し、前記海苔脱水スポンジ挿入空
間を狭める方向及び広げる方向に移動自在に設けられて
なり、格子枠９ｂと格子９ｃ９ｄとを有してなる可動板
９と、駆動手段と、を備え、前記可動板は、前記海苔脱
水スポンジ挿入空間を狭める方向に移動しながら、前記
格子が前記海苔脱水スポンジ挿入空間に挿入された前記
海苔脱水スポンジの一部分と圧接して、前記格子により
形成されてなる貫通格子空間９ｅから前記海苔脱水スポ
ンジ内部の水を排出させる動作と、その後前記海苔脱水
スポンジ挿入空間を広げる方向に移動する動作と、を繰
り返すことを特徴とする。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　海苔の製造工程において生海苔を脱水するために用いられる海苔脱水スポンジを洗浄す
るために使用される海苔脱水スポンジ用洗浄装置であって、
　水を貯留可能な洗浄槽と、
　前記洗浄槽の内部であって、前記海苔脱水スポンジが挿入可能に形成されてなる海苔脱
水スポンジ挿入空間と、
　前記海苔脱水スポンジ挿入空間の一端面を形成し、前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭
める方向及び広げる方向に移動自在に設けられてなり、格子枠と格子枠内に形成されてな
る格子とを有してなる可動板と、
　前記可動板を移動させる駆動手段と、を備え、
　前記可動板は、
前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向に移動しながら、前記格子が前記海苔脱水ス
ポンジ挿入空間に挿入された前記海苔脱水スポンジの一部分と圧接して、前記格子により
形成されてなる貫通格子空間から前記海苔脱水スポンジ内部の水を排出させる動作と、そ
の後前記海苔脱水スポンジ挿入空間を広げる方向に移動する動作と、を繰り返す
ことを特徴とする海苔脱水スポンジ用洗浄装置。
【請求項２】
　前記洗浄槽の内部に、前記海苔脱水スポンジ挿入空間の他端面を形成するように前記可
動板と平行に固設されてなる固定板を備え、
　前記固定板は、
　前記固定板の枠を形成してなる固定板格子枠と、前記固定板格子枠内において格子に形
成されてなる固定板格子と、を有してなり、
　前記可動板は、
　前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向に移動しながら、前記格子と前記固定板格
子とが前記海苔脱水スポンジ挿入空間に挿入された前記海苔脱水スポンジの一部分と圧接
して、前記貫通格子空間と前記固定板格子により形成されてなる固定板貫通格子空間とか
ら前記海苔脱水スポンジ内部の水を排出させる動作と、その後前記海苔脱水スポンジ挿入
空間を広げる方向に移動する動作と、を繰り返す
ことを特徴とする請求項１に記載の海苔脱水スポンジ用洗浄装置。
【請求項３】
　前記洗浄槽の内部において、前記可動板の移動方向に沿って、前記可動板及び前記固定
板が交互に配設されてなる
ことを特徴とする請求項２に記載の海苔脱水スポンジ用洗浄装置。
【請求項４】
　前記可動板は、
　前記海苔脱水スポンジ挿入空間の側周面のうちの一端面を形成するように略鉛直方向に
縦設されてなり、
　前記洗浄槽の上端に配設されてなり、前記洗浄槽の上端を開閉自在に閉塞してなる蓋と
、
　前記蓋の内側面に配設されてなり、前記海苔脱水スポンジ挿入空間に向かって突設され
てなる海苔脱水スポンジ浮き上がり防止部材と、を備える
ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一つに記載の海苔脱水スポンジ用洗浄装
置。
【請求項５】
　前記洗浄槽の底面に配設されてなり、前記海苔脱水スポンジ挿入空間に挿入された前記
海苔脱水スポンジと前記底面との間に隙間を生じさせる隙間部材を備える
ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一つに記載の海苔脱水スポンジ用洗浄装
置。
【請求項６】
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　前記洗浄槽に貯留された水に対して微小気泡の送出を可能とする微小気泡生成装置を有
してなる
ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか一つに記載の海苔脱水スポンジ用洗浄装
置。
【請求項７】
　前記洗浄槽に対して給水が可能な給水手段と、
　前記洗浄槽の内部に貯留された水の排出が可能な排水手段と、を有してなる
ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一つに記載の海苔脱水スポンジ用洗浄装
置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、海苔の製造工程において生海苔の脱水に使用した海苔脱水スポンジの洗浄に
用いられる、海苔脱水スポンジ用洗浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の海苔脱水スポンジ用洗浄装置としては、特許文献１に記載された海苔生地脱水用
スポンジ洗浄機があるが、その機構の概略は、スポンジを洗浄するための洗浄槽と、洗浄
槽にスポンジとともに貯留した洗浄水を撹拌するための撹拌機構と、洗浄槽に洗浄水を供
給するための洗浄水供給機構と、洗浄槽から洗浄水を排出するための洗浄水排出機構と、
撹拌機構、洗浄水供給機構、洗浄水排出機構を制御するための制御装置とを具備するもの
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実登第３１６２６０４号公報
【特許文献２】実開昭５７－１８４７９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術は、洗浄槽内に設けられた撹拌翼の回動により、洗浄槽内の洗浄水を撹拌し、
該撹拌による水流の力によりスポンジの洗浄を行うものであった。
【０００５】
　しかし、従来技術によっては、生海苔の脱水工程においてスポンジ内部に入り込んだ海
苔屑等を十分にスポンジの外に排出し、スポンジを十分に洗浄することは困難であった。
【０００６】
　そのため、汚れた海苔脱水スポンジを内部まで完全に洗浄することはできず、該海苔脱
水スポンジを再度海苔の脱水に使用することで、衛生上の問題が生ずる恐れがあった。
【０００７】
　また、ローラーを用いて洗浄した場合には、ローラーがスポンジ表面の全体を押圧しな
がら移動するため、スポンジ表面に摩耗や擦り切れが生じ、洗浄工程を繰り返すことによ
る海苔脱水スポンジの寿命の低下を促進するという課題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そこで、上記課題を解決する手段として本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、
海苔の製造工程において生海苔を脱水するために用いられる海苔脱水スポンジを洗浄する
ために使用される海苔脱水スポンジ用洗浄装置であって、水を貯留可能な洗浄槽と、前記
洗浄槽の内部であって、前記海苔脱水スポンジが挿入可能に形成されてなる海苔脱水スポ
ンジ挿入空間と、前記海苔脱水スポンジ挿入空間の一端面を形成し、前記海苔脱水スポン
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ジ挿入空間を狭める方向及び広げる方向に移動自在に設けられてなり、格子枠と格子枠内
に形成されてなる格子とを有してなる可動板と、前記可動板を移動させる駆動手段と、を
備え、前記可動板は、前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向に移動しながら、前記
格子が前記海苔脱水スポンジ挿入空間に挿入された前記海苔脱水スポンジの一部分と圧接
して、前記格子により形成されてなる貫通格子空間から前記海苔脱水スポンジ内部の水を
排出させる動作と、その後前記海苔脱水スポンジ挿入空間を広げる方向に移動する動作と
、を繰り返すことを特徴とする。
【０００９】
　前記海苔脱水スポンジは、海苔の製造工程において、海苔簀の上に広げられた生海苔に
対して押し付けて生海苔を脱水するために用いられるスポンジである。一般に海苔脱水ス
ポンジは、海苔簀と略同形状の比較的厚さの薄い四角柱形状となっている。
　しかし、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、前記形状の海苔脱水スポンジの
みならず、前記貫通格子空間よりも大きさの大きい海苔脱水スポンジであれば使用するこ
とができ、本発明の効果を奏する。
【００１０】
　前記海苔脱水スポンジ挿入空間は、前記洗浄槽の中に形成されてなり、その一端面を前
記可動板によって形成されてなる。
前記海苔脱水スポンジ挿入空間には、前記海苔脱水スポンジを挿入することができ、前記
海苔脱水スポンジ挿入空間に挿入された前記海苔脱水スポンジは、前記可動板の移動動作
によって、その一部分が前記可動板と圧接して押し洗いがなされる。
また、前記海苔脱水スポンジ挿入空間には、前記海苔脱水スポンジを１若しく複数挿入す
ることができる。
【００１１】
　前記可動板は、前記洗浄槽内に配設されてなり、前記格子枠と前記格子とを有してなる
。また、前記格子の隙間及び前記格子と前記格子枠との隙間には、前記貫通格子空間が形
成されてなる。
　なお、ここで、格子とは、縦方向及び横方向に形成された桟に限られるものではなく、
例えば、斜めに交わる桟や、桟と桟との間に多角形状の貫通格子空間を形成する構成、桟
と桟との間に、円や楕円形状を形成する構成等にすることができる。
【００１２】
　前記駆動手段は、前記可動板を、前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向及び広げ
る方向に移動させることができる。
　また、ここでの可動板の移動方向は、略水平方向、略鉛直方向、斜め方向その他の様々
な方向とすることができる。
　前記駆動手段には例えばシャフトネジなど種々の手段を用いることができ、動力源とし
ては、モーターや手回し機構などを採用することができる。
【００１３】
　前記駆動手段を駆動させることで、前記可動板は、予め設定されたストロークで前記海
苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向へと移動し、その後、前記海苔脱水スポンジ挿入空
間を広げる方向に移動する。
【００１４】
　前記貫通格子空間は、前記可動板を構成する前記格子を構成する部材同士の隙間に形成
されてなる。一例を示すと、格子が縦及び横に形成されてなる場合は、複数の縦桟と複数
の横桟との間には、可動板の厚み方向に貫通して形成されてなる複数の空間が生ずる。前
記複数の空間のそれぞれが前記貫通格子空間である。
　なお、ここで、前記貫通格子空間には、前記格子と前記格子枠との間において、可動板
の厚み方向に貫通して形成されてなる空間も含むこととする。
　また、前記貫通格子空間の幅は、前記格子を構成する桟の幅と比較して十分に広くなっ
ている。このため、前記可動板の前記移動動作により、該可動板の前記格子と前記海苔脱
水スポンジの一部分とが圧接して、前記海苔脱水スポンジが押縮められた際、スポンジ内
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部の水を前記貫通格子空間から十分に排出することができる。
【００１５】
本発明に係る上記構成によれば、前記可動板が前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方
向に移動するのに伴って、水が貯留された前記洗浄槽の内部において前記可動板と前記海
苔脱水スポンジの一部分とが圧接する。そのまま前記可動板が前記海苔脱水スポンジ挿入
空間を狭める方向に移動し続けると、前記海苔脱水スポンジは前記洗浄槽の壁面に当接し
、該壁面と前記可動板とによって押縮められる。
　この時、汚水を内部に吸収していた前記海苔脱水スポンジは、内部に蓄えていた汚水を
前記海苔脱水スポンジの外部へと放出する。ここで、前記可動板は前記格子枠と前記格子
とから形成されていることにより、前記海苔脱水スポンジ表面の一部分とのみ当接してい
る。これにより、前記海苔脱水スポンジと前記可動板とが当接していない前記貫通格子空
間から、容易に汚水が前記海苔脱水スポンジの外部へと放出され、前記海苔脱水スポンジ
が押し洗いされる。
【００１６】
　この構成によれば、前記格子によって部分的に押縮められた前記海苔脱水スポンジは、
前記海苔脱水スポンジの内部から前記貫通格子空間に向って水を押し出すため、前記海苔
脱水スポンジの内部に付着した汚れを従来よりも効果的に除去することができる。
　これに対し、例えば前記海苔脱水スポンジ表面の全体に圧接して押し洗いを行っても、
前記海苔脱水スポンジ内部の水は前記海苔脱水スポンジの外縁から押し出されるだけであ
る。そのため、前記海苔脱水スポンジの中央部分の内部に付着した汚れを前記海苔脱水ス
ポンジの外へ排出して除去することは難しい。
【００１７】
　なお、前記海苔脱水スポンジは、前記可動板の移動動作によって生じる水流によって、
前記海苔脱水スポンジ挿入空間内で前記可動板の移動方向とは異なる方向へと僅かにずら
すことができる。
　これにより、前記海苔脱水スポンジと前記可動板とが圧接する部分が、圧接する度に異
なる部分となり、効果的に前記海苔脱水スポンジの押し洗いが可能となる。
【００１８】
　さらに、前記可動板が前記格子枠と前記格子とから形成されていることにより、前記海
苔脱水スポンジの一部分と前記可動板とが圧接して、前記海苔脱水スポンジを押した際に
、前記貫通格子空間が水の逃げ道となるため、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置
にかかる負荷を軽減することができる。
【００１９】
　また、前記可動板の移動方向に沿って前記可動板を２以上設けるとともに、隣り合う前
記可動板の移動動作の周期を半周期ずつずらした場合には、一定時間内の前記海苔脱水ス
ポンジの一部分と前記可動板とが圧接する動作回数を２倍とすることができ、より高速な
前記海苔脱水スポンジの洗浄が可能となる。
【００２０】
　また、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、前記洗浄槽から水を完全に排出し
た状態で、前記駆動手段を駆動して前記可動板の移動動作をさせることで、前記海苔脱水
スポンジの一部分と前記可動板とが圧接し、前記海苔脱水スポンジが押縮められ、前記海
苔脱水スポンジ内部に吸収されていた水を排出し、前記海苔脱水スポンジを脱水すること
ができる。
【００２１】
　また、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、前記洗浄槽の内部に、前記海苔脱
水スポンジ挿入空間の他端面を形成するように前記可動板と平行に固設されてなる固定板
を備え、前記固定板は、前記固定板の枠を形成してなる固定板格子枠と、前記固定板格子
枠内において格子に形成されてなる固定板格子と、を有してなり、前記可動板は、前記海
苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向に移動しながら、前記格子と前記固定板格子とが前
記海苔脱水スポンジ挿入空間に挿入された前記海苔脱水スポンジの一部分と圧接して、前
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記貫通格子空間と前記固定板格子により形成されてなる固定板貫通格子空間とから前記海
苔脱水スポンジ内部の水を排出させる動作と、その後前記海苔脱水スポンジ挿入空間を広
げる方向に移動する動作と、を繰り返すこととしても良い。
【００２２】
　前記固定板は、前記洗浄槽の内部に配設されてなり、前記海苔脱水スポンジ挿入空間の
他端面を形成するように、前記可動板と平行に固設されてなる。また、前記固定板格子枠
と前記固定板格子とを有してなり、前記固定板格子の隙間及び前記固定板格子と前記固定
板格子枠との隙間には、前記固定板貫通格子空間が形成されてなる。
　また、前記固定板貫通格子空間の幅は、前記固定板格子の幅と比較して十分に広くなっ
ている。このため、前記可動板の前記移動動作により、該可動板の前記格子と前記海苔脱
水スポンジの表面の一部分とが圧接して、前記可動板と前記固定板とにより前記海苔脱水
スポンジが押縮められた際、前記海苔脱水スポンジと部分的に圧接する固定板は、スポン
ジ内部の水を前記固定板貫通格子空間から十分に排出することができる。
　なお、ここで、固定板格子とは、縦方向及び横方向に形成された桟に限られるものでは
なく、例えば、斜めに交わる桟や、桟と桟との間に多角形状の固定板貫通格子空間を形成
する構成、桟と桟との間に、円や楕円形状の固定板貫通格子空間を形成する構成等にする
ことができる。
【００２３】
　本発明に係る上記構成によれば、前記可動板が前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭める
方向に移動するのに伴って、水が貯留された前記洗浄槽の内部において前記可動板と前記
海苔脱水スポンジの一部分とが圧接する。この際、前記可動板から圧力を受けた前記海苔
脱水スポンジは、前記可動板に対して反対の方向即ち固定板の方向へ移動する。そのまま
前記可動板が前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向に移動し続けると、前記海苔脱
水スポンジは、前記固定板に当接し、該固定板と前記可動板とによって押縮められる。
　この時、汚水を内部に吸収していた前記海苔脱水スポンジは、内部に蓄えていた汚水を
前記海苔脱水スポンジ外部へと放出する。ここで、前記可動板は前記格子枠と前記格子と
から形成されていることにより、前記海苔脱水スポンジ表面の一部分とのみ当接している
。また同様に、前記固定板は前記固定板格子枠と前記固定板格子とから形成されているこ
とにより、前記海苔脱水スポンジ表面の一部分とのみ当接している。これにより、前記海
苔脱水スポンジと前記可動板とが当接していない前記貫通格子空間と、前記海苔脱水スポ
ンジと前記固定板とが当接していない前記固定板貫通格子空間とから前記海苔脱水スポン
ジの内部に蓄えられた水が前記海苔脱水スポンジの外部へと放出される。
【００２４】
　さらに、前記可動板が前記格子枠と前記格子とから形成されていること、及び、前記固
定板が前記固定板格子枠と前記固定板格子とから形成されていることにより、前記海苔脱
水スポンジの一部分と前記可動板及び前記固定板が圧接して、前記海苔脱水スポンジを押
縮めた際に、前記貫通格子空間と前記固定板貫通格子空間とが水の逃げ道となるため、本
発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置にかかる負荷を軽減することができる。
【００２５】
　また、前記可動板と前記固定板とを有してなる構成にあっても、前記洗浄槽から水を完
全に排出した状態で、前記駆動手段を駆動して前記可動板の移動動作をさせることで、前
記海苔脱水スポンジの一部分と前記可動板とが圧接し、同様に、前記海苔脱水スポンジの
一部分と前記固定板とが圧接し、前記可動板及び前記固定板により前記海苔脱水スポンジ
が押縮められ、前記海苔脱水スポンジ内部に蓄えられていた水を排出し、前記海苔脱水ス
ポンジを脱水することができる。
　この際、前記海苔脱水スポンジの内部に蓄えられていた水は、主に、前記貫通格子空間
と、前記固定板貫通格子空間とから排出される。
【００２６】
　さらに、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、前記洗浄槽の内部において、前
記可動板の移動方向に沿って、前記可動板及び前記固定板が交互に配設されてなることが
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好ましい。
【００２７】
　ここでの配置方法は、前記可動板の移動方向に沿って、前記可動板及び前記固定板を交
互に配設することができる。一例を示すと、前記可動板の移動方向を前記洗浄槽の長手方
向として、前記洗浄槽内部に前記可動板の移動方向に沿って、可動板―固定板―可動板―
固定板―可動板―固定板と配置することができる。
【００２８】
　前記の通り、前記可動板及び前記固定板を交互に配設することとすると、配設された可
動板及び固定板の可動板―固定板間のそれぞれに前記海苔脱水スポンジ挿入空間が形成さ
れる。そして、それぞれの前記海苔脱水スポンジ挿入空間において、前記可動板及び前記
固定板と前記海苔脱水スポンジの一部分とが圧接して、前記海苔脱水スポンジが押縮めら
れ、前記海苔脱水スポンジの洗浄が行われる。これにより、より多くの前記海苔脱水スポ
ンジを同時に洗浄することができる。
【００２９】
　また、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、前記可動板が、前記海苔脱水スポ
ンジ挿入空間の側周面のうちの一端面を形成するように略鉛直方向に縦設されてなり、前
記洗浄槽の上端に配設されてなり、前記洗浄槽の上端を開閉自在に閉塞してなる蓋と、前
記蓋の内側面に配設されてなり、前記海苔脱水スポンジ挿入空間に向かって突設されてな
る海苔脱水スポンジ浮き上がり防止部材と、を備えることとしても好ましい。
【００３０】
　前記蓋は、前記洗浄槽の上端を開閉自在に閉塞してなる。また、前記蓋は、前記洗浄槽
の上端を開閉自在に閉塞可能なものであれば種々の構成を採用することができる。前記蓋
は、例えば、前記洗浄槽から着脱自在とされているものや、前記洗浄槽の一部と回動自在
に軸着されてなるものなどを採用し得る。
【００３１】
　前記海苔脱水スポンジ浮き上がり防止部材は、水で満たされた前記海苔脱水スポンジ挿
入空間に対して挿入された前記海苔脱水スポンジが前記洗浄槽の水面に浮上することを防
止する部材であって、前記蓋の内側面に配設されてなり、前記海苔脱水スポンジ挿入空間
に向って突設されてなる。
　前記海苔脱水スポンジ浮き上がり防止部材として、例えば、前記蓋の内側面に配設され
てなり、前記海苔脱水スポンジ挿入空間に対して挿入されてなる前記海苔脱水スポンジと
直交する方向に突設されてなる突設バーなどを用いることができる。
【００３２】
　上記の構成とすることで、前記洗浄槽の内側側壁と縦設されてなる前記可動板と、複数
配設されてなる前記可動板のうちの一の可動板と他の可動板と、又は、前記可動板に対し
て平行に配設されてなる前記固定板と縦設されてなる可動板と、が前記海苔脱水スポンジ
の一部分と圧接する際に、前記海苔脱水スポンジが水面に浮上して、十分に押し洗いがで
きないという事態を防止することができる。
【００３３】
　さらに、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、前記洗浄槽の底面に配設されて
なり、前記海苔脱水スポンジ挿入空間に挿入された前記海苔脱水スポンジと前記底面との
間に隙間を生じさせる隙間部材を備えることとしても好ましい。
【００３４】
　前記隙間部材として、一例を示すと、前記海苔脱水スポンジ挿入空間に挿入された前記
海苔脱水スポンジと直交する向きに配設されてなり、前記洗浄槽の底面から突設されてな
る突設バーなどを用いることができる。
【００３５】
　前記隙間部材を有する構成では、前記洗浄槽から水を完全に排水した状態で、本発明に
係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置を駆動し、前記海苔脱水スポンジを前記可動板の移動動
作により押縮め、脱水する工程において、前記海苔脱水スポンジと前記洗浄槽の底面との
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間に隙間が形成されてなることから、前記海苔脱水スポンジから排出された汚水を再度前
記海苔脱水スポンジが吸収することを防止することができる。
【００３６】
　またさらに、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、前記洗浄槽に貯留された水
に対して微小気泡の送出を可能とする微小気泡生成装置を有してなることが好ましい。
【００３７】
　ここでいう微小気泡とは、数マイクロメートル～数十マイクロメートルの大きさの気泡
を含む多数の気泡であることが好ましい。
ここでの微小気泡生成装置としては、周知の技術を採用することができ、具体例を示すと
、細孔方式、気液混合・せん断方式、加圧溶解方式、他超音波方式、超高速旋回方式等を
用いることができる。
【００３８】
　前記微小気泡生成装置を有してなる構成では、前記可動板の移動動作にともなって、ス
ポンジが押縮められた後、押縮められた前記スポンジが水を吸収して膨張する際に、前記
洗浄槽内に存在する前記微小気泡を前記海苔脱水スポンジ内部へと吸収する。
　これにより、前記海苔脱水スポンジ内部で微小気泡が汚れを浮き立たせることにより、
より高い洗浄効果が発揮される。
【００３９】
　さらに、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、前記洗浄槽に対して給水が可能
な給水手段と、前記洗浄槽の内部に貯留された水の排出が可能な排水手段と、を有してな
ることが好ましい。
【００４０】
　前記給水手段としては、種々の構成を採用することができるが、具体例を示すと、バル
ブを使用して市水を前記洗浄槽の内部へ送出する等の構成を採用することができる。
【００４１】
　前記排水手段としては、種々の構成を採用することができるが、具体例を示すと、前記
洗浄槽の底面に排水孔を設ける等の構成を採用することができる。
【００４２】
　前記給水手段と前記排水手段とを備えた構成にあっては、前記洗浄槽に対して前記給水
手段を使用して容易に給水が可能となり、前記洗浄槽から排水する際には、前記排水手段
を使用して容易に排水が可能となる。
【００４３】
　またさらに、所定回数前記海苔脱水スポンジを押し洗いした後に、自動で洗浄槽から水
が排水される構成とした場合には、当該排水後に再度、前記駆動手段を駆動し、前記可動
板を移動動作させることで、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置を用いて、前記海
苔脱水スポンジの洗浄から脱水までを自動で行うことができる。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置によれば、前記格子枠と前記格子を有してな
る可動板と前記海苔脱水スポンジとが圧接し、前記海苔脱水スポンジが押縮められて、前
記海苔脱水スポンジと可動板とが当接していない前記貫通格子空間から、容易に汚水が前
記海苔脱水スポンジの外部へと放出されることにより、前記海苔脱水スポンジに付着した
内部の汚れを従来よりも効果的に除去することができる。
【００４５】
　さらに、前記可動板が前記格子枠と前記格子とから形成されていることにより、前記海
苔脱水スポンジの一部分と前記可動板とが圧接して、前記海苔脱水スポンジを押した際に
、前記貫通格子空間が水の逃げ道となるため、前記海苔脱水スポンジ用洗浄装置にかかる
負荷を軽減することができる。
【００４６】
　またさらに、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、前記洗浄槽から水を完全に
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排出した状態で前記駆動手段を駆動させ、前記可動板の移動動作をさせることで、前記海
苔脱水スポンジの一部分と前記可動板とが圧接し、前記海苔脱水スポンジが押縮められ、
前記海苔脱水スポンジ内部に蓄えられていた水を前記貫通格子空間から排出し、前記海苔
脱水スポンジを脱水することができる。
【００４７】
　さらに、前記可動板及び前記固定板を交互に配設することとすると、複数の連続して配
設された前記可動板―前記固定板間のそれぞれの前記海苔脱水スポンジ挿入空間において
、前記可動板及び前記固定板と前記海苔脱水スポンジとが圧接して、前記海苔脱水スポン
ジが押縮められ、前記海苔脱水スポンジの洗浄が行われる。これにより、より多くの前記
海苔脱水スポンジを同時に洗浄することができる。
【００４８】
　本願発明によれば、可動板がスポンジの表面に対して垂直に押圧して、押し洗いを行う
ことにより、スポンジ表面の摩耗や擦り切れを発生させることがなく、洗浄工程を繰り返
しても、海苔脱水スポンジの寿命の低下が生じることがない。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】海苔脱水スポンジ用洗浄装置１の正面図である。
【図２】海苔脱水スポンジ用洗浄装置１の左側面図である。
【図３】海苔脱水スポンジ用洗浄装置１の平面図である。
【図４】海苔脱水スポンジ用洗浄装置１の斜視図である。
【図５】海苔脱水スポンジ用洗浄装置１の蓋４を開いた状態の斜視図である。
【図６】海苔脱水スポンジ１３の形状の一例を示す斜視図である。
【図７】可動板９の海苔脱水スポンジ１３と接触する面を正面から見た図である。
【図８】固定板１０の海苔脱水スポンジ１３と接触する面を正面から見た図である。
【図９】可動板９及び固定板１０の具体的な設置状態の一例を示す斜視図である。
【図１０】可動板９及び固定板１０が海苔脱水スポンジ１３と圧接している状態を示す断
面図である。
【図１１】図３におけるＡ―Ａ線断面図である。
【図１２】発明を実施するための形態における海苔脱水スポンジ用洗浄装置１の流れ図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　以下、本発明に係る実施の形態を、図を参照しながら詳しく説明する。なお、本明細書
及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を
付することにより重複説明を省略する。
【００５１】
　図１は、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置１の全体の概略を示す正面図である
。
海苔脱水スポンジ用洗浄装置１は、例えば、４本の脚の下端に車輪１１が配設されてなる
載置台１２と、載置台１２の上に載置されてなり水を貯留可能な洗浄槽２と、洗浄槽２の
隣に配設されてなり洗浄槽２からオーバーフローした水を貯留可能なオーバーフロー槽３
と、洗浄槽２に貯留された水に対して微小気泡の送出を可能とする微小気泡生成装置７と
、洗浄槽２内部に配設されてなる可動板９を移動させる駆動手段であるモーター８と、海
苔脱水スポンジ用洗浄装置１を制御する制御盤５と、海苔脱水スポンジ用洗浄装置１を操
作する操作盤６とを備えてなる。
【００５２】
　洗浄槽２は、洗浄槽２に対して給水が可能な給水手段である、給水ホース２ｃ及び給水
バルブ２ｄと、前記洗浄槽２の内部に貯留された水の排出が可能な排水手段である排水孔
２ｋ及び排水ホース２ｌと、洗浄槽２から水があふれるのを防止するオーバーフロー部２
ａと、洗浄槽２の上端に配設されてなり、洗浄槽２の上端において洗浄槽を閉塞すること
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ができるように軸着部４ｃを中心に開閉自在に軸着されてなる蓋４とを有してなる。
　蓋４は、洗浄槽２の上方に向って軸着部４ｃを中心として観音開きが可能となるように
２枚設けられており、それぞれの蓋４の洗浄槽２に対する外側面の正面端部及び背面端部
に把手４ｂが配設されてなる。さらに、それぞれの蓋４の洗浄槽２に対する内側面には、
海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉに向って、海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉに挿入された海
苔脱水スポンジ１３と垂直となる方向に長さを有する海苔脱水スポンジ浮き上がり防止部
材である浮き上がり防止バー４ａが複数突設されてなる。
【００５３】
　また、洗浄槽２の内部には、海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉの側周面のうちの一端面を
形成するように略鉛直方向に縦設されてなり、海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉを狭める方
向及び広げる方向に移動自在に設けられてなる可動板９と、海苔脱水スポンジ挿入空間２
ｉの他端面を形成するように可動板９と平行に固設されてなる固定板１０とが、可動板９
の移動方向に沿って交互に配設されてなる。
　なお、可動板９は、格子枠９ｂと、格子枠９ｂ内に形成されてなる格子である可動板縦
桟９ｃ及び可動板横桟９ｄとを有し、可動板縦桟９ｃ及び可動板横桟９ｄの間と格子及び
格子枠９ｂの間とに可動板９の移動方向に貫通してなる貫通格子空間９ｅが形成されてな
る。さらに、可動板９の上端の角にはローラー９ａが配設されてなり、ローラー９ａは図
９に示すように洗浄槽２内壁に設けられたレール２ｊと当接している。またさらに、図７
に示すように、可動板９とシャフトネジ８ａとが交差する部分には、シャフト固着部９ｆ
が配設されてなる。
　また、固定板１０は、固定板１０の枠を形成してなる固定板格子枠１０ｂと、固定板格
子枠１０ｂ内に形成されてなる固定板格子である固定板縦桟１０ｃ及び固定板横桟１０ｄ
とを有し、固定板縦桟１０ｃ及び固定板１０横の間と固定板格子及び固定板格子枠１０ｂ
の間とに可動板９の移動方向に貫通してなる固定板貫通格子空間１０ｅが形成されてなる
。さらに、図８に示すように、固定板１０の四隅には洗浄槽２の内側側壁と螺着可能な螺
着部１０ａが配設されてなり、螺着部１０ａによって、固定板１０は洗浄槽２内部に固定
されている。
　またさらに、洗浄槽２内部において、交互に配設されてなる可動板９と固定板１０との
間には、海苔脱水スポンジ１３が挿入可能な海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉが複数形成さ
れてなる。
【００５４】
　なお、図１１に示すように、洗浄槽２の底面は、排水孔２ｋに向ってなだらかに下降す
る傾斜となっている。
　さらに、洗浄槽２内部には、可動板９の移動方向に沿って、洗浄槽２の底面に配設され
てなり、海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉに挿入された海苔脱水スポンジ１３と底面との間
に隙間を生じさせる隙間部材である隙間バー２ｆと、可動板９の移動方向に沿って、洗浄
槽２の上下方向下半部に配設されてなり、海苔脱水スポンジ１３の右方向への位置ずれを
防止する右位置決めバー２ｈと、可動板９の移動方向に沿って、洗浄槽２の上下方向中間
部に配設されてなり、海苔脱水スポンジ１３の左方向への位置ずれを防止する左位置決め
バー２ｇとが設けられている。
【００５５】
　可動板９の移動を可能とする駆動手段は、モーター８と、ギアが内部に配設されてなる
ギアボックス８ｃと、シャフトネジ８ａと、シャフト受８ｂと、先端シャフト受２ｂとを
有してなる。その動作は、モーター８の動作に連動してギアが回転し、ギアがシャフトネ
ジ８ａを可動板９の移動方向に沿って移動させるものである。ここで、シャフト受８ｂは
、シャフトネジ８ａがモーター８に近接する方向に移動した時に、洗浄槽２から突出する
シャフトネジ８ａによって事故が起きないようにシャフトネジ８ａを遮蔽するものであり
、先端シャフト受２ｂは、シャフトネジ８ａがモーター８と離間する方向に移動した時に
、洗浄槽２から突出するシャフトネジ８ａによって事故が起きないようにシャフトネジ８
ａを遮蔽するものである。
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【００５６】
　オーバーフロー槽３は、その上端面に配設されてなり、オーバーフロー部２ａから溢れ
だした水を濾過することができる濾過網３ｅと、濾過網３ｅのオーバーフロー槽３に対す
る外側面に配設されてなる濾過網把手３ｆと、オーバーフロー槽３の内部に配設されてな
り、オーバーフロー槽３内部の水量が上限に達したことを検知することができる上センサ
ー３ａと、オーバーフロー槽３の内部に配設されてなり、オーバーフロー槽３内部の水量
が下限に達したことを検知することができる下センサー３ｂと、オーバーフロー槽３の内
部底面に配設されてなり、オーバーフロー槽３の水を排出可能な循環孔３ｃとを有してな
る。
　循環孔３ｃには、循環ホース３ｄが連接されてなり、循環孔３ｃから排出された水が、
微小気泡発生装置と連接されてなるポンプ７ａへと送出される。
【００５７】
　微小気泡生成装置７は、循環ホース３ｄから水の汲み上げが可能なポンプ７ａと、一端
が微小気泡生成装置７に接続され、他端が微小気泡吐出し口７ｂに接続されてなり、微小
気泡生成装置７によって生成された微小気泡を含有する水を洗浄槽２へと送る微小気泡ホ
ース７ｃと、洗浄槽２へ微小気泡を含有する水を吐き出す微小気泡吐出し口７ｂを有して
なる。
【００５８】
　操作盤６は、操作盤６の正面に配設されてなるタッチパネル６ａと、操作盤６の正面で
あってタッチパネル６ａの下側に配設されてなる操作ボタン６ｂ及び切替スイッチ６ｃと
、操作盤６の平面に配設されてなり、操作盤６の平面に対して垂直に長さを有するシグナ
ルタワー６ｄとを有してなる。
　海苔脱水スポンジ用洗浄装置１の使用者は、操作盤６に配設されてなるタッチパネル６
ａ、操作ボタン６ｂ、切替スイッチ６ｃを操作することにより、海苔脱水スポンジ用洗浄
装置１を稼働させることができる。
【００５９】
　本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置１の実施をするための形態の一例では本発明
に係る海苔脱水スポンジ１３洗浄装置の自動洗浄の場合の動作を図１２に示す流れ図に沿
って説明する。
　その一方で、本発明は自動洗浄を可能とする構成に限定されるものではなく、例えば操
作盤６を用いて洗浄メニューを選択し、所望のメニューを実施することができる構成や、
動力源として、手回し機構を採用した構成などを採用することができる。
【００６０】
　まず、使用済みの海苔脱水スポンジ１３を洗浄しようとする海苔脱水スポンジ用洗浄装
置１の使用者は、洗浄槽２内部に、可動板９及び固定板１０によって形成されてなる海苔
脱水スポンジ挿入空間２ｉに、海苔脱水スポンジ１３を挿入する。
　ここで、本実施形態に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置１は、図１１に示すように、３
つの可動板９と３つの固定板１０が交互に配設されてなり、それぞれの固定板１０及び可
動板９の間に、合計で５つの海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉが形成されてなる。
　また、図５に示すように、一つの海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉは、海苔脱水スポンジ
１３を２枚ずつ、２列に分けて合計で４枚挿入することができる。したがって、本実施形
態に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置１は、洗浄槽２内部に最大２０枚の海苔脱水スポン
ジ１３を挿入することができ、最大２０枚の海苔脱水スポンジ１３を同時に洗浄すること
ができる。
【００６１】
　給水動作ＳＴ１では、市水等の水が給水ホース２ｃ及び給水バルブ２ｄを通って、洗浄
槽２へと送出される。
　これにより、洗浄水が洗浄槽２に自動で貯留されることとなり、使用者は、手動で洗浄
槽２に給水する手間が省ける。
【００６２】
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　給水動作ＳＴ１によって、洗浄槽２内部に給水がなされると、洗浄槽２に水が貯留され
、この状態で水を送出し続けると、洗浄槽２の上端部に配設されてなるオーバーフロー部
２ａから水が溢れ、オーバーフロー槽３に水が貯留される。
　前記水が溢れた状態で、給水動作ＳＴ１を続けると、オーバーフロー槽３の水位が高く
なり、オーバーフロー槽３内部上方に配設されてなる上センサー３ａが水を検知する。
【００６３】
　上センサー３ａが水を検知すると、自動で給水動作が停止されるＳＴ２。これにより、
オーバーフロー槽３から水が溢れだすことを防止することができる。
【００６４】
　給水が停止すると、モーター８が稼働するＳＴ３。モーター８が稼働すると、モーター
８の作用によって、ギアボックス８ｃ内に設けられたギアが回転する。このギアの回転動
作に連動して、ギアボックス８ｃ、洗浄槽２を貫通して配設されてなるシャフトネジ８ａ
が軸方向に沿って往復運動を開始する。
【００６５】
　シャフトネジ８ａが往復運動を開始すると、シャフト固着部９ｆを介してシャフトネジ
８ａと固着されてなる可動板９がシャフトネジ８ａの往復運動と同一ストロークで海苔脱
水スポンジ挿入空間２ｉを狭める方向及び海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉを広げる方向に
移動する動作を繰り返す。
　この際、レール２ｊに当接しているローラー９ａが回転しながら、可動板９の移動に伴
って移動する。
【００６６】
　海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉに挿入された海苔脱水スポンジ１３は、可動板９が海苔
脱水スポンジ挿入空間２ｉを狭める方向に移動したときには、圧接部１３ａにおいて、可
動板縦桟９ｃ及び可動板横桟９ｄ並びに固定板縦桟１０ｃ及び固定板横桟１０ｄと部分的
に圧接し、押縮められる。また、海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉに挿入された海苔脱水ス
ポンジ１３は、可動板９が海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉを広げる方向に移動したときに
は、押縮められていた状態が開放され、洗浄槽２内に貯留されていた水を吸収し膨張する
。
　そして、海苔脱水スポンジ１３は、上記押縮められた状態と、水を吸収し膨張した状態
とを繰り返すことにより押し洗いがなされる。これにより、海苔脱水スポンジ１３の内部
に入り込んでいた海苔屑などを水排出部１３ｂから排出し、海苔脱水スポンジ１３の洗浄
が可能となる。
【００６７】
　なお、海苔脱水スポンジ１３は、可動板９の移動動作によって生じる水流によって、海
苔脱水スポンジ挿入空間２ｉ内で可動板９の移動方向とは異なる方向へと僅かにずれる。
　これにより、海苔脱水スポンジ１３と可動板９及び固定板１０との圧接部１３ａが、圧
接する度に異なる部分となり、効果的に海苔脱水スポンジ１３の押し洗いがなされること
となる。
【００６８】
　モーター８が稼働するとほぼ同時に、洗浄水循環動作ＳＴ４が行われる。
　洗浄水循環動作ＳＴ４では、ホーバーフロー部から溢れた水が、循環孔３ｃ及び循環ホ
ース３ｄを通じて、微小気泡生成装置７と連接されてなるポンプ７ａへと送出される。次
に、ポンプ７ａによって汲み上げられた水が、微小気泡生成装置７へと送出されて、該水
に微小気泡が生成される。そして、微小気泡送出動作ＳＴ５によって、微小気泡を包含す
る水が、微小気泡ホース７ｃ及び微小気泡吐出し口７ｂを通じて、洗浄槽２内へと吐き出
される。
【００６９】
　ここで、オーバーフロー部２ａから溢れた水は、オーバーフロー槽３の上方に配設され
てなる濾過網３ｅを通過する。このときに、オーバーフロー部２ａから溢れた水に含まれ
ていた海苔屑等のゴミは、濾過される。したがって、洗浄水循環動作ＳＴ４及び微小気泡
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送出動作ＳＴ５を介して、洗浄槽２内へと吐き出される水は濾過がなされており、かつ、
微小気泡を包含するものとなる。
【００７０】
　次に、設定時間の駆動が終了すると、モーターストップ動作ＳＴ６がなされる。
　モーターストップ動作ＳＴ６により、モーター８が停止すると、モーター８と連動して
回転していたギアの動作が停止し、同時にシャフトネジ８ａの往復運動が停止する。これ
により、シャフトネジ８ａと固着されてなる可動板９の動作が停止する。
【００７１】
　その次に、モーター８の動作が停止すると、排水動作ＳＴ７がなされる。
　排水動作ＳＴ７では、排水孔２ｋ及び排水ホース２ｌを通って、洗浄槽２内の水が洗浄
槽２の外へと排出される。ここで、排水ホース２ｌの排水孔２ｋと反対側の端部は、排水
マニホールド２ｅが接続されてなるため、排水マニホールド２ｅが接続されていない場合
と比較して速い排水が可能となる。
　この排水動作ＳＴ７によって、海苔脱水スポンジ１３の内部から排出された海苔屑など
のゴミが、洗浄槽２内の水とともに、洗浄槽２の外側へと排出される。
【００７２】
　その後は、ここまでの、給水動作ＳＴ１から排水動作ＳＴ７までを一洗浄単位として、
設定回数の洗浄動作Ｘが繰り返される。
【００７３】
　次に、設定回数の洗浄が終了したら、モーター稼働動作ＳＴ８がなされる。なお、この
際、排水動作ＳＴ７の直後であるため洗浄槽２の内部に水は貯留されていない。
　モーター稼働動作ＳＴ８では、設定時間のモーター稼働がなされ、モーター８と連動し
てギアが回転し、ギアによってシャフトネジ８ａが往復運動をする。当該シャフトネジ８
ａの往復運動によって、シャフトネジ８ａに固着されてなる可動板９が、海苔脱水スポン
ジ挿入空間２ｉを狭める方向及び海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉを広げる方向に繰り返し
移動する。
　これによって、可動板９が海苔脱水スポンジ挿入空間２ｉを狭める方向に移動した際に
、海苔脱水スポンジ１３は可動板縦桟９ｃ及び可動板横桟９ｄと固定板縦桟１０ｃ及び固
定板横桟１０ｄと圧接し、海苔脱水スポンジ１３が押縮められる。このとき、押縮められ
た海苔脱水スポンジ１３に吸収されていた水が、主に、貫通格子空間９ｅと固定板貫通格
子空間１０ｅとから排出され、海苔脱水スポンジ１３の脱水が行われる。
【００７４】
　そして、設定時間の駆動が終了すると、モーターストップ動作ＳＴ９がなされる。
　モーターストップ動作ＳＴ９により、モーター８と連動していたギアの回転が停止し、
ギアと連動していたシャフトネジ８ａの往復運動が停止し、そして、シャフトネジ８ａに
固着されていた可動板９の移動動作が停止する。
　これにより、モーター稼働動作ＳＴ８及びモーターストップ動作ＳＴ９が終了し、脱水
動作Ｙが終了される。
【００７５】
　これにより、給水動作ＳＴ１からモーターストップ動作ＳＴ９までが終了し、洗浄動作
Ｘ及び脱水動作Ｙが終了する。
【符号の説明】
【００７６】
１ 海苔脱水スポンジ用洗浄装置
２ 洗浄槽
２ａ オーバーフロー部
２ｂ 先端シャフト受
２ｃ 給水ホース
２ｄ 給水バルブ
２ｅ 排水マニホールド
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２ｆ 隙間バー
２ｇ 左位置決めバー
２ｈ 右位置決めバー
２ｉ 海苔脱水スポンジ挿入空間
２ｊ レール
２ｋ 排水孔
２ｌ 排水ホース
３ オーバーフロー槽
３ａ 上センサー
３ｂ 下センサー
３ｃ 循環孔
３ｄ 循環ホース
３ｅ 濾過網
３ｆ 濾過網把手
４ 蓋
４ａ 浮き上がり防止バー
４ｂ 把手
４ｃ 軸着部
５ 制御盤
６ 操作盤
６ａ タッチパネル
６ｂ 操作ボタン
６ｃ 切替スイッチ
６ｄ シグナルタワー
７ 微小気泡生成装置
７ａ ポンプ
７ｂ 微小気泡吐出し口
７ｃ 微小気泡ホース
８ モーター
８ａ シャフトネジ
８ｂ シャフト受
８ｃ ギアボックス
９ 可動板
９ａ ローラー
９ｂ 格子枠
９ｃ 可動板縦桟
９ｄ 可動板横桟
９ｅ 貫通格子空間
９ｆ シャフト固着部
１０ 固定板
１０ａ 螺着部
１０ｂ 固定板格子枠
１０ｃ 固定板縦桟
１０ｄ 固定板横桟
１０ｅ 固定板貫通格子空間
１１ 車輪
１２ 載置台
１３ 海苔脱水スポンジ
１３ａ 圧接部
１３ｂ 水排出部



(15) JP 2020-184896 A 2020.11.19

 

【図１】 【図２】



(16) JP 2020-184896 A 2020.11.19

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(17) JP 2020-184896 A 2020.11.19

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(18) JP 2020-184896 A 2020.11.19

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月23日(2019.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　海苔の製造工程において生海苔を脱水するために用いられる海苔脱水スポンジを洗浄す
るために使用される海苔脱水スポンジ用洗浄装置であって、
　水を貯留可能な洗浄槽と、
　前記洗浄槽の内部であって、前記海苔脱水スポンジが挿入可能であると共に、前記海苔
脱水スポンジが挿入された状態において、前記海苔脱水スポンジが前記可動板の移動方向
とは異なる方向にずれ動くことができる海苔脱水スポンジ挿入空間と、
　前記洗浄槽の上端に配設されてなり、前記洗浄槽の上端を開閉自在に閉塞してなる蓋と
、
　前記蓋の内側面に配設されてなり、前記海苔脱水スポンジ挿入空間に向かって突設され
てなる海苔脱水スポンジ浮き上がり防止部材と、
　前記海苔脱水スポンジ挿入空間の一端面を形成し、前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭
める方向及び広げる方向に移動自在に設けられてなり、格子枠と格子枠内に形成されてな
る格子とを有してなる可動板と、
　前記可動板を移動させる駆動手段と、を備え、
　前記可動板は、
　前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向に移動しながら、前記格子が前記海苔脱水
スポンジ挿入空間に挿入された前記海苔脱水スポンジの一部分と圧接して、前記格子によ
り形成されてなる貫通格子空間から前記海苔脱水スポンジ内部の水を排出させる動作と、
その後前記海苔脱水スポンジ挿入空間を広げる方向に移動する動作と、を繰り返すと共に
、
　前記海苔脱水スポンジのずれ動きにより、前記可動板と前記海苔脱水スポンジとの圧接
する部分が、圧接する度に異なる部分となる
ことを特徴とする海苔脱水スポンジ用洗浄装置。
【請求項２】
　前記洗浄槽の内部に、前記海苔脱水スポンジ挿入空間の他端面を形成するように前記可
動板と平行に固設されてなる固定板を備え、
　前記固定板は、
　前記固定板の枠を形成してなる固定板格子枠と、前記固定板格子枠内において格子に形
成されてなる固定板格子と、を有してなり、
　前記可動板は、
　前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向に移動しながら、前記格子と前記固定板格
子とが前記海苔脱水スポンジ挿入空間に挿入された前記海苔脱水スポンジの一部分と圧接
して、前記貫通格子空間と前記固定板格子により形成されてなる固定板貫通格子空間とか
ら前記海苔脱水スポンジ内部の水を排出させ
る動作と、その後前記海苔脱水スポンジ挿入空間を広げる方向に移動する動作と、を繰り
返すと共に、
　前記海苔脱水スポンジのずれ動きにより、前記可動板及び前記固定板と、前記海苔脱水
スポンジとの圧接する部分が、圧接する度に異なる部分となる
ことを特徴とする請求項１に記載の海苔脱水スポンジ用洗浄装置。
【請求項３】
　前記洗浄槽の内部において、前記可動板の移動方向に沿って、前記可動板及び前記固定
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板が交互に配設されてなる
ことを特徴とする請求項２に記載の海苔脱水スポンジ用洗浄装置。
【請求項４】
　前記洗浄槽の底面に配設されてなり、前記海苔脱水スポンジ挿入空間に挿入された前記
海苔脱水スポンジと前記底面との間に隙間を生じさせる隙間部材を備える
ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一つに記載の海苔脱水スポンジ用洗浄装
置。
【請求項５】
　前記洗浄槽に貯留された水に対して微小気泡の送出を可能とする微小気泡生成装置を有
してなる
ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一つに記載の海苔脱水スポンジ用洗浄装
置。
【請求項６】
　前記洗浄槽に対して給水が可能な給水手段と、
　前記洗浄槽の内部に貯留された水の排出が可能な排水手段と、を有してなる
ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか一つに記載の海苔脱水スポンジ用洗浄装
置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
そこで、上記課題を解決する手段として本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、海
苔の製造工程において生海苔を脱水するために用いられる海苔脱水スポンジを洗浄するた
めに使用される海苔脱水スポンジ用洗浄装置であって、水を貯留可能な洗浄槽と、前記洗
浄槽の内部であって、前記海苔脱水スポンジが挿入可能であると共に、前記海苔脱水スポ
ンジが挿入された状態において、前記海苔脱水スポンジが前記可動板の移動方向とは異な
る方向にずれ動くことができる海苔脱水スポンジ挿入空間と、前記洗浄槽の上端に配設さ
れてなり、前記洗浄槽の上端を開閉自在に閉塞してなる蓋と、前記蓋の内側面に配設され
てなり、前記海苔脱水スポンジ挿入空間に向かって突設されてなる海苔脱水スポンジ浮き
上がり防止部材と、前記海苔脱水スポンジ挿入空間の一端面を形成し、前記海苔脱水スポ
ンジ挿入空間を狭める方向及び広げる方向に移動自在に設けられてなり、格子枠と格子枠
内に形成されてなる格子とを有してなる可動板と、前記可動板を移動させる駆動手段と、
を備え、前記可動板は、前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向に移動しながら、前
記格子が前記海苔脱水スポンジ挿入空間に挿入された前記海苔脱水スポンジの一部分と圧
接して、前記格子により形成されてなる貫通格子空間から前記海苔脱水スポンジ内部の水
を排出させる動作と、その後前記海苔脱水スポンジ挿入空間を広げる方向に移動する動作
と、を繰り返すと共に、前記海苔脱水スポンジのずれ動きにより、前記可動板と前記海苔
脱水スポンジとの圧接する部分が、圧接する度に異なる部分となることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、前記洗浄槽の内部に、前記海苔脱
水スポンジ挿入空間の他端面を形成するように前記可動板と平行に固設されてなる固定板
を備え、前記固定板は、前記固定板の枠を形成してなる固定板格子枠と、前記固定板格子
枠内において格子に形成されてなる固定板格子と、を有してなり、前記可動板は、前記海
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苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向に移動しながら、前記格子と前記固定板格子とが前
記海苔脱水スポンジ挿入空間に挿入された前記海苔脱水スポンジの一部分と圧接して、前
記貫通格子空間と前記固定板格子により形成されてなる固定板貫通格子空間とから前記海
苔脱水スポンジ内部の水を排出させ
る動作と、その後前記海苔脱水スポンジ挿入空間を広げる方向に移動する動作と、を繰り
返すと共に、前記海苔脱水スポンジのずれ動きにより、前記可動板及び前記固定板と、前
記海苔脱水スポンジとの圧接する部分が、圧接する度に異なる部分となることとしても良
い。
【手続補正書】
【提出日】令和1年12月16日(2019.12.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　海苔の製造工程において生海苔を脱水するために用いられる海苔脱水スポンジを洗浄す
るために使用される海苔脱水スポンジ用洗浄装置であって、
　水を貯留可能な洗浄槽と、
　前記洗浄槽の内部であって、前記海苔脱水スポンジが挿入可能であると共に、前記海苔
脱水スポンジが挿入された状態において、前記海苔脱水スポンジが可動板の移動方向とは
異なる方向にずれ動くことができる海苔脱水スポンジ挿入空間と、
　前記洗浄槽の上端に配設されてなり、前記洗浄槽の上端を開閉自在に閉塞してなる蓋と
、
　前記蓋の内側面に配設されると共に、前記海苔脱水スポンジ挿入空間に向かって突設さ
れてなり、前記海苔脱水スポンジが前記洗浄槽の水面に浮き上がるのを防止する海苔脱水
スポンジ浮き上がり防止部材と、
　前記海苔脱水スポンジ挿入空間の一端面を形成し、前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭
める方向及び広げる方向に移動自在に設けられてなり、格子枠と格子枠内に形成されてな
る格子とを有してなる可動板と、
　前記可動板を移動させる駆動手段と、を備え、
　前記可動板は、
　前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向に移動しながら、前記格子が前記海苔脱水
スポンジ挿入空間に挿入された前記海苔脱水スポンジの一部分と圧接して、前記格子によ
り形成されてなる貫通格子空間から前記海苔脱水スポンジ内部の水を排出させる動作と、
その後前記海苔脱水スポンジ挿入空間を広げる方向に移動する動作と、を繰り返すと共に
、
　前記海苔脱水スポンジのずれ動きにより、前記可動板と前記海苔脱水スポンジとの圧接
する部分が、圧接する度に異なる部分となる
ことを特徴とする海苔脱水スポンジ用洗浄装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
そこで、上記課題を解決する手段として本発明に係る海苔脱水スポンジ用洗浄装置は、海
苔の製造工程において生海苔を脱水するために用いられる海苔脱水スポンジを洗浄するた
めに使用される海苔脱水スポンジ用洗浄装置であって、水を貯留可能な洗浄槽と、前記洗
浄槽の内部であって、前記海苔脱水スポンジが挿入可能であると共に、前記海苔脱水スポ
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ンジが挿入された状態において、前記海苔脱水スポンジが可動板の移動方向とは異なる方
向にずれ動くことができる海苔脱水スポンジ挿入空間と、前記洗浄槽の上端に配設されて
なり、前記洗浄槽の上端を開閉自在に閉塞してなる蓋と、前記蓋の内側面に配設されると
共に、前記海苔脱水スポンジ挿入空間に向かって突設されてなり、前記海苔脱水スポンジ
が前記洗浄槽の水面に浮き上がるのを防止する海苔脱水スポンジ浮き上がり防止部材と、
前記海苔脱水スポンジ挿入空間の一端面を形成し、前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭め
る方向及び広げる方向に移動自在に設けられてなり、格子枠と格子枠内に形成されてなる
格子とを有してなる可動板と、前記可動板を移動させる駆動手段と、を備え、前記可動板
は、前記海苔脱水スポンジ挿入空間を狭める方向に移動しながら、前記格子が前記海苔脱
水スポンジ挿入空間に挿入された前記海苔脱水スポンジの一部分と圧接して、前記格子に
より形成されてなる貫通格子空間から前記海苔脱水スポンジ内部の水を排出させる動作と
、その後前記海苔脱水スポンジ挿入空間を広げる方向に移動する動作と、を繰り返すと共
に、前記海苔脱水スポンジのずれ動きにより、前記可動板と前記海苔脱水スポンジとの圧
接する部分が、圧接する度に異なる部分となることを特徴とする。
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